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令一禾口4 年度一一痴受会言十歳入歳仕1予一算案

(単位：億円）

計数については,'､それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計とは合致しないものがある。
考） 一般歳出の主な内容

社会保障関係費，文教及び科学振興費，防衛関係費，公共事業関係費及びその他の事項経費等がある。

裁判所予算ぱ「その他の事項経費」に含まれる。
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令和4年.糞一般会計予算歳出･K_入の構成
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計数については､それぞれ四捨五入によっているので､端数において合計とは合致しないものがある。
一般歳出における社会保障関係費の割合は53.8％。
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一般会計歳出の主要経費の推移
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公債残高の累増
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令和2年度末までは実績､令和3年度末は補正後予算､令和4年度末は政府案に基づく見込み。

普通国債残高は､建設公債残高､特例公債残高及び復興債残高｡特例公債残高は､国鉄長期債務､国有林野累積債務等の一般会計承継による借換債､臨時特別公債､減税特例公債及び年金特例公債を含む。
令和.4年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は1,006兆円程度。
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※地方交付税交付金等については「新経済・財政再生計画」との整合性に留意しつつ要求。義務的経費については、参議院議員通常選挙に必要な経費等の増減に
ついて加減算｡･ 、

※消費税率引上げとあわせ行う増（社会保障の充実等）については、消費税収、地方消費税収並びに重点化及び効率化の動向を踏まえ、予算編成過程において検討。
※子供・子育てについては、 「子供に関する様々な課題に総合的に対応するため、 ”･こうした機能を有する行政組織を創設するため、早急に検討に着手する」及び
｢十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていく」との方針を踏まえ、予算編成過程において検討。

(注1）上記前年度予算額は、コロナ予備費を除いたもの。コロナ予備費を含めると、前年度予算額の総額は82.9兆円、義務的経費は18.3兆円。
(注2）コロナ対策については、今後の感染状況により、必要に応じて、事項のみの要求も含め、適切に要求する。
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【資料7】

一般経費の内訳

ﾛ価E罰

384億円(12％）

裁判の運営に直接必要となる経貴(裁判費>等の
稜務的な経費のほか,庁舎維持管理経費等,固
定的ないし他動的 が多くを占めている

2,698億円 (84％）

施設費

146億円(4％）

－

(単位：億円）

3年度
予算額

4年度
予算額案

増▲減額

人件費 2,733郡
一
郷
一
噸

２ ▲35

物件費 374 10

▲1施設費 146

計
今
ロ ▲263，2543,228

(注)-四捨五入等の理由により，端数において計数が合致しない増合がある。



物件費｡令和4年度予算額案
特嗣送還料 事葱用備品塾僑費裁判■係乗務曇駐吾

裁判■係■品及び 5億円 s侭円 （録音反駅等）戸

． 資料整■負 5位円

津w…
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、

その値の庁舎、
唯持国係経典 、

14俸円 1
1

その他【刑事補■金(5.7偉円)・

宗賠償■還及払屡金隣,1億門)】戸
14値円 ノ

(目)修習資金賞与金

”憾円

弾鞍濁雷職
寺b

幕I霊詞
午参・号r.

職諏熱I
群す‐卜
p,ヤ囚乱凸■

髄!‐鰯職
】稚き
卜訂吋一鴨

W:

凸１１’■寸

唖卿

朧

＃

圃側刈卜
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ユ6簿円

ＬＬ
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哩
丸
や
‐
ぜ
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職瀞
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一
一

一
》
一
》
悪
輔

ｒ
賀
．
凰
二

庁費鈴類

Z愚茎緯円

鈴類

|緯円愚茎鐘円

I

I~~=二三菫義毒誕m識澱→

I

弾笏毒
／

l4 iI

鰯蔓

【
澱
謹
、
】

(注)四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある．



庁舎維持管理等経費の実績額推移（単位:億円）
70
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①

【資料10】
L

(単佗：千円）

(注） 1裁判所予算内訳の割合は，それぞれ四捨五入によっているので，合計で100‘Oにならない場合もある。

3平成24年度は この他に東日本大震災復興特別会計に予算が計上されている。

年度 国の予算総額 裁判所予算額

国の予算

に対する

割合(％）

裁 判 所 予 算 内 訳

人件費 割合

(％）

施設費 割合

(％）

裁判費
6

割合

(％）

その他 割合

(％）

予備経費 割合

(％）

30 991｛457．523 9‘ 176‘320 0.926 6‘630.456 72.3 580,633 6.3 1‘205‘375 13．1 751‘856 8.2 8000 0.1

40 3658080，318 27,827.303 0.761 21.409.344 76.9 2595，445 9.3 2,074,410 7.5 L740． 104 6.3 8"000 0.0

50 21.288,800.073 123.644,701 0.581 107"990,266 87.3 66513.851 5.3 3.697.221 3.0 5.435.363 4.4 8,000 0.0

60 52.499,643.415 218392‘283 0.416 192‘897.953 88.3 7.771.259 3.6 8.815,337 4.0 8‘899,734 4．1 8．000 qO

61 54,088.643,440 229‘790,264 0.425 203,425‘521 88.5 7,926‘029 3.5 9.202,099 4.0 9.228.615 4.0 8,000 0.0

62 54,101.019"241 235,547,066 0.435 208.536.314 88.5 8.180！526 3.5 9‘371,980 ‘4．0 9:450,246 4.0 8.000 0.0

63 56‘699,713,560 240,847,032 0.425 212,286,408 88．1 9,535, 138 4.0 9‘378‘004 3.9 9.639‘482 4.0 8,㈹0 0.0

平成元 60,414, 194‘091 248.841.410 0.412 2191223'721 88.1 10，303，727 4，1 9,481,604 3‘8 9.824‘､358 3.9 8.000 0．0

2 66.236.790.811 257.403.727 0.389 227,030,587 882 10．467，151 4.1 9,497,783 3.7 10.400.206 4.0 8.000 0.0

3 70‘347’419． 164 267,512060 0,380 235.859,287 88.2 11，121．967 4.2 9,545.786 3.6 10977.020 4.1 8.000 0.0

4 72.218.011‘260 277.672,580 0.384 244,993.228 88.2 11．651‘591 4.2 9‘587,976 3.5 11,431‘785 4．1 8．000 0.0

5 72.354‘824’310 283,898,974 0,392 248.691‘861 87.6 12.142’591 4.3 10.404,035 3.7 12,652?487 4.5 8，000 0.0

6 ． 73,08L669,430 288,319,798 0.395 250,670.580 86.9 12.503,972 4.3 12. 159.222 4,2 12.978"024 4.5 8.000 0.0

7 70.9R7, 120,3 295.047.9 0,416 4.973.976 Ra4 13．191 q 45 13．558．955 4.8 13．315‘3月0 4.5 8.000 0.0

8 75.104.923,815 305.285,978 0．406 261.872.110 85..8 13.991‘210 4.6 15.162.163 5.0 14,252.495 4.7 8‘000 0.0

9 77,390,003,705 310‘787．．900
ノ

0.402 263,782.261 84.9 14，767，352 4.8 16.976.870 5.5 15253.417 4.9 8‘000 0.0

10 77,669.179091 310,228.613 0.399 265.353‘662 85.5 11，910．743 3.8 18, 168‘711 5.9 14,787,497 4.8 8.000 0.0

･11 81,860‘122.402 318‘406,357 ､0.389 272,624,053 85.6 12,173.419 3.8 18.714,022 5.9 14‘886,863 4.7 8"000 0.0

12 84‘987,053.259 318,665.895 .0.375 271,464,306 85.2 12．343，096 3.9 19‘168,568 6．0 15,681.925 4.9 8．000 0.0

13 82.652,378.963 319‘785.378 0.387 270,395『835 84.6 14,092‘570 4.4 20,629,261 6．5 14,659.712 4.6 8.000 0.0

14 81.229,993,005 317,103.560 0.390 270.590.561 85.3 10,650,000 3.4 21‘007，501 6．6 14847.498 4.7 8．㈹0 0.0

1.5 81,789‘077,666 317.831.163 0.389 270,318,375 85.1 10,297.000 3.2 21,937,,520 6．9 15『270,268 4.8 8‘000 0.0

16 82,110,924.617 315,627,056 0.384 267.553,858 84.8 9,263‘778 2.9 23,510,266 7.4 15291‘ 154 4.8 8‘000 0.0

17 82,182‘917‘678 325,948"805 0.397 270.905,816 83．1 12‘613"039 3.9 26、274,789 8．1 16′147． 161 5.0 8000 0.0

18 79,686‘024‘221 333, 106.391 0．418 271.238《923 81．4 22,223,000 ・ 6．7 23,794,847 7.1 15‘841‘621 4.8 8000 0.0

19 82.908‘807,811 330,394. 123 0.399 273.312.324 82.7 22,645,799 6.9 18.178.605 5.5 16‘249.395 4.9 8.000 0.0

20 83.061339.913 327.580,849 0．394 272, 162‘882 83.1 20‘043, 132 6. 1 18530. 159 5.7 16,836,676 5． 1 8.000 0.0

21 88,548.001.321 324.732,707 0.367 273.889,878 84.3 14,723.663 4.5 20,903.633 6.4 15207.533 4.7 8000 0．0

22 92.299. 192.619 323, 178‘496 0.350 270’884"289 83.8 14,597, 121 4.5 21.470,310 6.6 16.218;776 5.0 8000 0.0

23 92,411,612,715 320,021,993 0.346 268‘890.203 84.0 14.745,699 4.6 20,718,699 6.5 15,659,392 4.9 8.000 0.0

24 90､333,931.511 314.664,684 0.348 260.317.320 82.7 15，235．758 4.8 20,303. 126 6,5 18，800．480 6.0 8.000 0．0

25 92.611..539.328 298878.286 0.323 244182《286 .81.7 15．858，426 5.3 20,913.444 7.0 17,916, 130 6.0 8.000 0．0

26 95882302．829 311.058,216 0.324 259,907.991 83.6 14．039， 106 4.5 19.694.506 6.3 17.408.613 5.6 8．000 0.0

27 96‘341.950‘970 313097‘396 0．325 262‘817‘897 83.9 14.039.433 4.5 19‘274,476 6.2 16,957.590 5.4 8000 0.0

28 96‘721.841.054 315,300. 114 0.326 264.803,867 84.0 14．604687 4.6 19,124『553 6.1 16.759.007 5.3 8..000 0.0

29 97.454709,410 317,702810 0.326 266,609,844 83.9 15,871,546 5.0 18,917,371 6.0 16.296.049 5. 1 8,000 0.0

30 97712769，411 321210,516 0.329 270.577‘447 84.2 15，392，321 4.8 19,050,740 5.9 16．182．008 5.0 8‘000 O‘0

令和元 101.457093’570 325.574,308 0.321 271‘072,241 83.3 17.480.346 5.4 19.764‘433 6.1 17,249,288 5.3 8,000 0,0

2 102657.971‘326 326,624.181 0．318 272.429.613 83.4 17,024,474 5.2 19.716.454 6.0 17.“5.640 5.3 8.000 0.0

3 106609707．875 325.367912 0.305 273321． 100 84.0 14,624.474 4.5 20.250432 6,2 17． 163，906 5.3 8.000 0.0

4 107，596424，558 322,813.550 0.300 269.821,456 83．6 14,556.658 4.5 19,574,076 6.1 18.853.360 5.8 8‘000 0.0
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【資料1 1】

和3年度予算について
Ａ
祠

1．裁判事務処理態勢の充実 (単位:百万円）

O民事事件関係経費
◇民事調停,労働審判,専門委員関連経費など

2,650（前年比△343

民事裁判手続のIT化等 229（前年比△91 ）

◇ウェブ会議を活用した争点整理の運用経費など 《

4,396（前年比△140）○刑事事件関係経費
◇裁判員裁判,心神喪失者等医療観察事件関連経費,法廷通訳関連経費など

6,173（前年比△40）O家庭事件関係経費
◇家事調停関連経費など

15,871（前年比＋823）○事件共通関係経費 さ
◇各種事件処理に共通する諸経費

2.裁判所施設の整備

14,624(前年比△2,400)○裁判所施設の耐震化等

3.その他の機構維持等に必要な経費

265,459（前年比十902）O職員人件費

5,O35(前年比+103○司法修習生関係経

○その他の機構維持等 10,931 （前年比.△70）

※四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある。

4.人的機構の充実

O増員 41人

書記官，2人
事務官39人
※速記官から事務官への振替2人を含む

○定員合理化 56人

区 分
令和2年度
当初予算額

令和3年度
予算額

比較増△減額 増△減率
補正予算
(第3号)計上額

裁判所所管 326,624 325,368 △1,256 △0.4％ 2,119



■

【資料12】
垂

令和e年度補正予算(第1号)について

最高裁判所

(単位:百万円）

裁判手続のIT化等 1,54g

○裁判手続のIT化等 1,549

裁判所施設の防災 ･減災対策 1,581 1

○裁判所施設の耐震化

○老朽設備の改修等

1,140

441

計 3,130
Ａ
口

、



②

【資料13】

令和4年度予算案について

(単位9百万円）

令和3年度
当初予算額

令和4年度
予算額案 １

１ ’
｜

区 分 比較増△減額 増△減率

△2,554 △0.8％裁判所所管 325,368 322,814

(単位:百万円〉

｜

’11､裁判事務処理態勢の充実 溌鴬鴬議灘 30,682（前年ltl1,362

○裁判手続等のデジタル化関係経費 717（前年比十488）

◇民事,刑事,家事の各デジタル化関連経費,情報慈無整備関連経費

※補正予算(1号)との合計額 2,265（前年比+1,550)

2.699（前年比 十48）O民事事件関係経費
◇民事調停,労働審判専門委員関連経費など

○刑事事件関係経費 4,127（前年比△270）
◇裁判員裁判,心神喪失者等医療観察事件関連経養,法廷通訳関連経費など

○家庭事件関係経費 6,112（前年比.△61 ）

◇家事調停関連経費など

1.7,027(前年比+1,157)○事件共通関係経費
◇各種事件処理に共通する諸経費

噌織議鞠":鞍14155派前年比△68) ’'2裁判翫施設の整備

○裁判所施設の耐震化等 14,557（前年比△68）

※補正予算(1号)との合計額 16，138（前年比△118 ）

’I3.wその総あ機構維持等に必要な経費 277‘575（‘前年比△384”

261,911 （○職員人件費 前年比△3,547）

○司法修習生関係経費 4717（前年比△317）

○その他の機構維持等経費 10.947（前年比 十1．6）

'4,篭員関藤"…”"γ･湾､ ､ 専 ･ '品 ? 既ｦ

謝脚 ﾛ ﾚﾏ ‘ ､ 手 正 I

○増員 41人

家裁調査官 2人

事務官 39人

○定員合理化等 67人

※速記官から事務官への振替2人を含む。

○事件動向,充員状況等を踏まえた判事補40人の減
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【資料14】

裁判所庁舎現況

(令和4年1月1日現在）

※上段（ ）書きは､現在整備中の庁舎数であり､合計数の内数で表示

区分 施設数 経年数

50年以上
0

(S47以前）

。 ：

40年以上

(S48-57).

30年以上

(S58～H4)

20年以上

(H5～14)

10年以上

(H15～24)

9年以下

(H25～R3)

備 考

最高裁判所 1 1

高等裁判所 8 2 4 1 1

地方裁判所 42

(5)

20 3 2 4 7 6

家庭裁判所 17 5 4 7 1

地家裁支部 203

(6)

63

②
弱 8

魁

21 30 22

簡易裁判所 185 21 66 51 28 7 12

研修所 7 1 3 2 1

合計
耳 ■

[％］

463

[100］

(11）

107
．

[23］

(2)

141

[31］

66

[14］

62

[13]

46 41

19]

対前年度増減 15 △15 1 △2 3 △3
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【資料15】

●

裁判所の耐屡化について

多数所在。百い時期に髭

b《存存する‐．

'''1

間顕、

丑日多数の国氏が釆斤すも

屍などを行う裁判所の耐震
浩する喫緊の課題。

耐遷化の “

耐震改修促進法に基づき､:特定建築物（3階建てかつ1ｩ000㎡
以上）の庁舎について志平成19，20年度に耐震診断を実施。

~

特定建築物に該当しない小規模庁舎についても、平成22，
2S年度に耐震診断を実施｡

これまで補正予算による予算措置も得て、庁の規模や診断結果
に応じて<耐震改修又は庁舎新蛍による耐震化奏実飾．

裁判所庁舎463庁

うち耐震整備中 ： 6庁（最高裁大阪高地裁外）

くひ

ｎＶ

” ．、 1E〃ラ

《
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【資料16】

令和3年度予算施設関係予算内訳

予算額
(百万円）

6.097庁舎新営

（継続分 8庁） 本 庁 （東 京）中目黒分室（仮称）

津 地 家 裁

鳥 取 地 家 裁

佐 賀 地 家 裁

仙台高裁秋田支部秋田地家裁

（富 山）高 岡

（広島）福 山

（松 江）浜 田

地家裁支部

富 山 地 家 裁

（ 静岡 ）沼 ・ 津

(新規分 2庁） 本 庁

地家裁支部

一

114庁舎増築

(継続分 1庁） 本 庁 熊 本 家 ‘裁

1331塞替えによ

柏
彦
伊

原
根
賓

(継続分 3庁） 地家裁支部 神
大

く
ｌ
く

戸
津

ｊ
ｊ
ｊ津

(新規分 1庁） 地家裁支部 （ 盛岡 ）二 戸

1.648改修による耐震化

(継続分 1庁） 本 庁 大 阪 高 地 裁

特別 4.583

事務費〈旅費庁賓 852

不動産 0

各所修繕 1. 117

※単位未満四捨五入のため、端数において計数が合致しない珊合がある
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【資料17】

令和4年度予算案施設関係予算内訳

予算額
(百万円）

6，483庁舎新営

津 地 家 裁

富 山 地 家 裁

鳥 取 地 家 裁

佐 賀 地 家 裁

仙台高裁秋田支部秋田地家裁

（静岡 ）沼 津

（ 富 山 ）高 岡

（ 広島 ）福 山

(継続分 18庁） 本 庁

地家裁支部

(新規分 1庁） 簡 裁 （和歌山）串 本

建替えによる耐震化 638

彦
伊

根
賀

（大 津

（ 津

（ 盛岡

(継続分 3庁） 地家裁支部 ｊ
ｊ
ｊ 戸

■■ﾛ■■

■■■■■■

改修による耐震化 737

(継続分 1庁） 本 庁 大 阪 高 地 裁

特別修繕 5．853

事務費〈旅費・庁費） 798

不動産購入 48

暑所修縫 1． 154

※単位未満四捨五入のため、端数において計数が合致しない場合がある



【資料18】

令和3年度補正予算（第1号） 施設関係予算内訳

予算額
(百万円）

1， 133昇降機設備の耐震化(13庁）

福
那
東
大
神
仙
札
く
く
く
く
く
く

井 地 家

覇 地

京 家

阪 家

戸 家

台 家

幌 家

宇都宮）足，‐

長野）飯

新潟）新発

鳥取）米

鹿児島） 名

仙台 ）右

裁
裁
裁
裁
裁
裁
裁
利
田
田
子
瀬
巻

本 庁

地家裁支部

386特別修繕等

62事務費（旅費b庁費）

※単位未満四捨五入のため､端数において針数が合致しない場合がある
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【資料19】

裁 判所

インフラ長寿命化計画（行動計画）

I

令和3年度一令和7年度

I

令和3年B月

最高裁判 所

▲
Ｄ
Ｂ

Fや
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匝亙亘亜．
国の社会資本は，高度経済成長期に設置したものを中心に，今後，急速に老朽化する

ことが見込まれておりウ また，人口減少・少子高齢化の進展をはじめとする社会構造の

変化等により，国の財政状況も厳しさを増すことが予想される中で,国のインフラ全般

について，適正かつ確実にその維持管理・更新等を行う必要性が高まっている。

政府において.も，平成25年10月4日， 「インフラ老朽化対策の推進に関ずる関係

省庁連絡会議」が設置され， 同年11月29日には，国民生活やあらゆる社会経済活動

を支える各種施設をインフラとして幅広く対象とし，戦略的な維持管理・更新等の方向

性を示す基本的な計画として， 「インフラ長寿命化基本計画」 （以下「基本計画」 とい

う。 ）がとりまとめられた。

このような状況を踏まえ，裁判所の所管に属する施設についても，適切な維持管理・

更新等を行うことにより，国民の安全･安心の確保， 中長期的なコストの縮減や予算の

平準化等を実現する必要があり，そのために，点検･診断の結果に基づき,適時に必要

な対策を着実かつ効率的.効果的に実施するとともに，これらを通じて得られた施設の

状況や対策履歴等の情報を記録し，次の点検・診断等に活用するという’ 「メンテナンス

サイクル」の構築に向け，着実に取組を推進していく必要がある6

そこで，基本計画に基づき，裁判所の所管に属ずる施設の維持管理・更新等を着実に

・推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにするものとして， 「裁判所インフラ

長寿命化計画（行動計画） 」 （以下「行動計画｣ という。 ）を策定する。

本行動計画に基づき， メンテナンスサイクルの構築と継続的な発展を更に推進し，施

設の新設から撤去までのいわゆるライフサイクルの延長のための対策という狭義の長寿

命化の取組に留まらず，更新を含め，将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続

けるための取組を実行することとする｡

厄一軒画あ琵圃
1 ．対象施設

裁判所の所管に属する施設を対象とし，老朽，狭院，分散，耐震性能・耐津波性能

の不足，都市計画上の要請等の理由,から更新すべき施設を除き，長寿命化を図る必

要がある。

2．計画期間

令和3年度(2021年度）を初年度とし，令和7年度(2025年度）までを計

画期間とする。

面で~蔚豪葹藷而頭液正課雷1
-- - - - "一全~- －空 -』

裁判所は，全国に463庁（延べ面積で約184万㎡） という多くの庁舎を有するが，
O

このうち，建築後30年以上を経過している庁舎が全体の7割に迫るなど，老朽化の著

1
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しい施設を多数維持管理している現状にあるbまた，省庁別宿舎についても庁舎と同様

に老朽化が進んでいる｡

裁判所の使命を果たすためには,裁判所施設の機能を維持するとともに，その安全性

を確保することが不可欠であって，施設の管理者においては,その維持管理を遺漏なく，

かつ適切に実施することが必要である。

そこで，今後の厳しい財政状況等も踏まえ，裁判所におけるインフラの長寿命化に向

けて既に現場が直面している課題を明らかにし,その解決に向けた取組を迅速かつきめ

細かく進めていくとともに， 中長期的な社会経済情勢の変化を見据えたメンテナンスサ

イクルの構築に向けた取組を進める必要がある。

1 ．点検｡診断／修繕･更新等

インフラの維持管理及び修繕･更新等に当たっては，施設の異常を把握するための

日常的な見回り 。確認経年劣化．損傷を把握するための定期的な点検.診断，災
害発生後の異常を把握するための緊急点検等の不定期な点検などが行われているが，

これらは，施設の機能を維持するとともに，利用者や職員の安全を確保するための

措置を講ずる上で必要不可欠であり,､これを引き続き適切に実施するとともに，そ

の分析・反映等の仕組をより実効性の高いものとすることにより，施設の状況をよ

り的確に把握しj 良好なものとして維持保全していく必要がある。

2．基準類の充実

裁判所における施設の維持管理及び修繕･更新等に必要な基準類は， 関係法令・告

示等に加え，所要の通達等が整備されているところであるが,さらに保全業務の在

り方や実情，関係法令の改正等に合わせた見直し等を適切に行う必要がある。

3．情報基盤の整備と活用

保全に必要な施設の情報について，その一部をBIMMS-N<X)に登録すると

ともに，法令等に基づき，維持管理及び修繕・更新等に必要な情報を保全台帳に記

録し，備え付けることとしているが，情報の管理・分析等が十分ではないなどの問

題もあり，今後さらに，実際の施設の維持管理及び修繕・更新等の過程において，

必要な情報を効率的・効果的に収集し, これを適切に管理・分析ずることにより，

メンテナンスサイクルを適切に機能させていく必要がある6

※国士交通省が管理する「官庁施設情報管理システム」

(BUildinglnfbrmatiOnsystemfbrMaintenanceandManagementSUpportinNatiOnal

government) .

Z
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4．個別施設計画の策定。充実

個別施設計画は，点検・診断等の結果を踏まえ，個別施設ごとの具体的な対応方針

を定めるものであり， ‘ﾒ‘ンテナンスサイクルの核として重要な意義を有する。

裁判所においては，従前から個別施設計画として， 中長期保全計画を作成している

が, さらにすべての施設について，点検・診断及び修繕・更新等の過程を通じて情

報を効率的・効果的に収集し、 これを適切に分析・反映した個別施設計画を整備す

ることにより，施設の状況等に応じたきめ細かな対応を行っていく必要がある。

5．新技術の導入

点検。診断及び修繕･更新等を効率的・効果的に実施していくためには,． さらに，

関係省庁とも連携の上, より効率的かつ効果的な長寿命化に資する新技術の情報収

集及び導入に取り組む必要がある。

6． 予算管理

厳しい財政状況下において，修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を図るために，施設に関する情報を的確に蓄積・更新し，適切な個別施設計画

の策定と計画的な執行を行う必要がある。

7．体制の構築

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」 （平成17年6月国

土交通省策定）に基づき，すべての対象施設において施設保全責任者が設置されて

いるが， さらに， より実効性のある保全を実施するための体制を構築する必要があ

る°

Ⅳ、 中長期的な維持管理。更新等に係るコストの見通し

維持管理及び修繕・更新等に係るトータルコス･トの縮減や予算の平準化を図り，必要

な予算の確保を進めていくためには， 中長期的な将来の見通しを把握して予防的な個別

施設計画を策定するなどの取組を進めることが重要であり， ．そのために，施設の実態等

を踏まえj 中長期的な維持管理及び修繕。更新等のコストの見通しを的確に把握する必

要がある。

|V.必要施策に係る取組の方向性

｢Ⅲ．対象施設の現状と課題」を踏まえ，以下の取組を進める。

1点検･診断／修繕9更新等

すべての対象施設について，法令・告示等に基づき定期（建築物の敷地及び構造は

3年以内ごと，建築設備・防火設備は1年以内ごと）の点検・診断等を引き続き実

3
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施するとともに，庁舎・宿舎カルテの充実を図り,その分析・反映等の仕組みをよ

り実効性の高いものにすることにより，施設の状況をより的確に把握し,維持保全を

確実に実施する。 これまでの取組により,保全実態調査で「施設の保全状況」が「良

好」 (総評点が80点以上） と判断される施設（宿舎を除く）は90%以上の割合

となっているが， と-の状況が更に維持・改善されるようタ引き続き取組を継続する。

2．基準類の充実

施設の定期点検については）建築基準法,官公庁施設の建設等に関する法律等で実

施方法が定められ，また，支障がない状態の確認については， 「国家機関の建築物

及びその附帯施設の保全に関する基準」 （平成17年5月27日付け国土交通省告

示第551号）で建築物の各部の状態とその確認方法が定められているところ， 引

き続きこれらに基づく点検，確認を実施する｡また， ．裁判所において定めている保

全に関する事務の取扱いについでも， 引き続き通達等に基づいて実施する。その上

でj関係法令の改正その他の情報･を幅広く収集しながら保全業務の在り方を不断に

見直し，基準類の整備どこれに基づく点検，確認の一層の充実化ぅ実質化を図る。

3．情報基盤の整備と活用

裁判所において定めている保全に関する事務の取扱いに基づく点検‘診断の結果に

関し，必要な情報を更に効率的・効果的に収集して蓄積・更新した上， これを適切

に管理・分析して活用し，施設の現状と課題をより的確に把握することにより保全

の適正化を図り， メンテナンスサイクルを適切に機能させる。

4.個別施設計画の策定・充実

すべての対象施設についてｩ 中長期保全計画等による個別施設計画が作成されてい

るところ， 更に,点検･診断及び修繕･更新等の過程を通じて必要な情報を効率

的・効果的に収集し,:これを適切に分析・反映した個別施設計画を更新する。

5．新技術の導入

点検・診断や材料・工法等に関し，関係省庁とも連携の上, より効率的かつ効果的

な長寿命化に資する新技術の情報収集及び導入に努める。

6． 予算管理

最高裁判所は，施設に関する情報を的確に評価し,対応の必要性・緊急性や必要な

対策費用等を検討の上，将来必要となる費用の全体を見通しながら優先順位を検討

するなどして）予防保全の見地から全庁的な施設計画を策定し，計画的に保全業務

一を実施することなどにより，修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を図る。

4
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7．体制の構築

施設の管理者は，点検・診断の結果に基づき中長期保全計画等を策定し，それを踏

まえて，各対象施設の施設保全責任者は，保全に関する業務を適正に実施するとと

もに，必要な情報を蓄積・更新する6

建築保全業務に係る共通仕様書や積算基準等を活用し，適正な保全業務委託の実施

を継続的に推進する｡

高等裁判所は, これらの情報を適切に管理・分析して，管内における施設の現状と

課題を把握し， これを踏まえて実効的な保全を実現する。

最高裁判所は， これらの計画全体を総合的に評価することにより， メンテナンスサ

イクルが適切に機能しているかを確認し,，総合調整等を行う。

また，既にすべての対象施設に施設保全責任者が設置されているところ)最高裁判

所及び高等裁判所は,”専門知識や経験の少ない施設保全責任者及び保全担当者に対

する情報提供を行うなど，保全業務の充実・適正化に向けた指導を総合的に推進す

る。

Ⅵも フオローアヅプ計画

裁判所は，本行動計画を継続し発展させるため,。 「V・必要施策に係る取組の方向性」

に沿った取組を引き続き充実させる。併せて,，本行動計画の取組状況を把握し， ･必要な

検討を行うとともに，必要に応じて公表及び中央官庁営繕担当課長連絡調整会議構成員

に対する情報提供を行う。

5
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【資料20】●

最高裁経監第341号

（会ろ－12-A)

平成31年3月25日

高等裁判所長官殿
e

地方裁判所長殿

[鱒鴛:薑＠条'二 ］家庭裁判所長殿

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦

公共調達におげる適正な会計事務について（通知）

公共調達の適正化については， これまでも下記の点につき，格段の配慮を行いつ

つ，法令等を遵守するとともに，競争性や透明性を確保した会計処理を実践してい

ただくようお願いしてきました。

各庁におかれては，適正な会計処理に取り組んでいただいているところですが，

これまでの取組により適正性が向上した部分があるものの，依然として事務処理上

の課題も少なくありません。今後も継続して，適正化の趣旨・目的の実質的な理解

を深めるとともに，組織として所属職員に対する公共調達の適正化に関する意識向

上への取組を行う必要があります。

このような問題意識の下,:今後も,公共調達の適正化に向け;下記の点に留意し

た上,各庁において,契約事務取扱基準等や事務処理態勢の見直しを図るなど，主

体的・自律的な取組を継続してください。

記

随意契約の適正化について

随意契約については，各会計法令並びに昭和45年1月6日付け最高裁経監第

1
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、

1号経理局長依命通達「随意契約による場合の予定価格等について」及び平成1

8年9月6日経監第001063号経理局長通知［公共調達の適正化について」に基づ

き,'競争性・透明性の確保を一層推進すること。

予定価格の積算や見積書の徴取については，価格の公正性・適正性を確保する

ため，予算決算及び会計令第79.条,第80条,第99条の5,第99条の6の

規定のほか，契約事務取扱規則等の関係規範及び各庁が定める契約事務取扱基準

等に則り，適切に実施すること。

また,各庁における内規，契約事務取扱基準等については，その制定の目的等

を担当職員に周知徹底し,内容が形骸化しないように配慮するとともに,会計事

務手続の根拠となる会計法令等を常に確認することにより，安易に前例踏襲を続

けることがないように不断に注意を払う必要がある。

2会計書類の適正管理について

見積書納品書，作業完了報告書請求書等の会計書類の提出を受けた際には，

漏れなく正確に記載されているかについて精査した上，記載に漏れや誤りがあっ

た場合には，確実に補正させるこどd特に， 日付のない会計書類については，会

計事務処理の適正さに疑義が生じないよう，確実に日付を記載させるなど補正を

求めること。

また，提出を受けた会計書類については，平成24年12月6日付け最高裁秘

書第003545号事務総長通達「司法行政文書の管理について」及び同日付け最高裁

秘書第003547号秘書課長通達「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等

について」による管理を確実に行.うこと。

3 監督･検査の適切な実施について
r

契約の適正な履行を確保するため，監督職員及び検査職員については,.会計法

第29条の1:1各項の趣旨を踏まえ，的確な監督及び検査を実施できる職員を任

命すること。

任命にあたっては， しかるべき動機付けを行うとともに，予算執行職員等の責

任に関する法律の「予算執行職員」 として，同法に定める義務及び責任について

十分認識させる必要がある。
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検査職員は，政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に留意しつつ，履

行完了後に，実質的な検査を実施した上，検査完了後検査を行った事実に即し

た検査調書を作成し,適切な保管等に努めること。

なお，監督職員及び検査職員の能力向上を図り，契約のトラブルを防止するた

めの方策についても，各庁の実情を踏まえて，策定し，実施するのが相当である。
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今後の裁判所共測合について 【現在,共済組合で検射中の統合案刃
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； 共済組合纏撒

i .令和4年度 東京支部を最高裁に移転(事実上の準備)
i d令和ら年4月最高裁,東京及び横浜各支部を本部i二統合
1 ・令和6年4月

I 以降数年内 各高裁管内の支部を順次本部に統合
※統合に伴い支部の共済組合係はなくなります。
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共済組合組繊

最高裁判所に本部が,最高裁判所，高等裁判閉及び
地方裁判所に51の支部がある。 |に二二〉
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組合貝の手銭関係

’ 共済支部を異にする異動のたびに.例えば次の手続
が必要になる｡． ．

①被扶養者申告書,申述害及び証拠書類の提出 ；
②新所属支部発行の組合員証の受領及び旧所属支部
発行の組合員鉦の返還（本人分と被扶養者分）
③児宣手当の認定請求書の提出
芝共済手続の相駿は，所属の共済支部に対して行う。
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1異動があっても; ・左記1.の手続をとる必要がない6
2共済手続の相餓は,共済本部に対して行う｡“
※問合せ先を分かりやすく表示する等,必要なサービ
スを維持できるように,今後具体的な検討を行ってい
く予定
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